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資料３

防災気象情報の改善及び
この夏の天候の見通し



１-①

「明るいうちから早めの避難」… 段階的に対象地域を狭めていく

令和３年(2021年)

線状降水帯の発生を知ら
せる情報「顕著な大雨に
関する宮城県気象情報」
(６月提供開始)

気象庁ホームページの
「雨雲の動き」や「今後
の雨」に、線状降水帯の
雨域を楕円で表示

気象台は、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度
前から気象情報に「線状降水帯」というキーワードを使って地方単位で呼びかけていますが、
令和６年５月２８日からは、府県単位に絞り込んで呼びかけます。

【線状降水帯に関する２つの情報の改善】

「迫りくる危険から直ちに避難」･･･ 段階的に情報の発表を早めていく

令和11年(2029年)

市町村単位で危険度の把握
が可能な危険度分布形式の
情報を半日程度前から提供

線状降水帯による大雨の可能性を知らせる

令和４年(2022年)～

広域で半日程度前から予
測し、宮城県気象情報等
で呼びかけ(６月提供開始)

令和６年(2024年)～

県単位で半日程度前から予
測し、宮城県気象情報等で
呼びかけ(５月提供開始)

今回の情報の改善

令和５年(2023年)～

最大30分程度前倒しで
発表(５月提供開始)

令和８年(2026年)～

２～３時間前を目標
に発表

線状降水帯の発生を知らせる情報（顕著な大雨に関する宮城県気象情報）

線状降水帯による大雨の可能性を知らせる情報
(宮城県気象情報)

線状降水帯の雨域を表示

※具体的な情報発信のあり方や避難計画等
への活用方法について、情報の精度を踏
まえつつ有識者等の意見を踏まえ検討

イメージ

顕著な大雨に関する宮城県気象情報 第〇号
令和〇年〇月〇日〇時〇分 仙台管区気象台発表

宮城県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。
命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。

①-1 線状降水帯の予測精度向上に向けた取組（R.6.5.28）

国民ひとりひとりに危機感を伝え、防災対応につなげていく



この呼びかけは、線状降水帯が発生すると大雨災害発生の危険度が急激に高まるこ
とがあるため、心構えを一段高めていただくことを目的としています。

市町村防災担当の皆様には、避難所開設の手順や水防体制の再確認等、大雨災害に
備えていただくことが考えられます。

住民の皆様には、大雨災害に対する危機感をもっていただき、ハザードマップや避
難所、避難経路の確認等を行っていただくことが考えられます。 

報道機関
気象キャスター

市町村・関係機関等

災害が発生するような大雨になるかもしれない!
避難所開設の手順や役割を再確認しておこう!
水防体制を再確認しておこう!

線状降水帯が発生する可能性があり、
局地的な大雨のおそれがあります！

「○○県では、線状降水帯が発生して大雨
災害発生の危険度が急激に高まる可能性が
あります。」
「線状降水帯が発生した場合は、局地的に
さらに雨量が増えるおそれがあります。」

気象庁・気象台

気象情報 大変な大雨になるかもしれない!
避難に備えよう!!

○○県で大雨になりそうだ!
線状降水帯が発生する可能性がある!

１-③ ①-2 呼びかけが行われたときは



平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震と津波に伴う堤防や排水施設等の被害を考慮
し、平成23年3月30日から暫定基準により洪水警報・注意報を運用し、以後、河川復旧工事
の進捗状況に合わせて暫定基準を順次見直してきました。
今般、暫定基準を継続していた気仙沼市の大川、神山川について、令和6年3月末までに復旧
工事が完了したため暫定基準を廃止しました。
これにより県内全ての河川が通常基準で運用しています。

4
■暫定基準を廃止する気仙沼市大川及び神山川の1キロ格子。

※平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地
震及びそれに伴う津波により甚大な被害
が発生した市町村を対象に、堤防や排水
施設等の被害を考慮し、洪水警報・注意
報は、平成23年3月30日に通常基準から
引き下げた暫定基準による運用を開始し
た。
暫定基準の変更や廃止は、令和元年5

月29日までは二次細分区域（市町村等）
ごとに行っていたが、令和2年以降は、
河川復旧工事の進捗状況に合わせて、水
害に対する脆弱性が元の状態に戻ってい
ない地域に限定することとし、1キロ格
子単位で設定していた。

暫定基準を廃止する市町村と河川は次のとおり

気仙沼市 大川、神山川

２ ② 洪水警報・注意報の暫定基準廃止（R.6.5.28）
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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波による防潮施設の被害等により、高
潮に対して脆弱となっていた気仙沼市と南三陸町について、高潮警報・注意報を暫定的に引き
下げた“暫定基準”で運用してきました。令和6年3月までに防潮施設の復旧が完了したことから
暫定基準を廃止し、新たな基準（通常基準）で運用を開始しています。
今回の措置により、宮城県内のすべての市町村の高潮警報・注意報は通常基準で運用してい

ます。

気仙沼市、南三陸町の防潮施設が復旧状況から、
暫定基準を廃止し新たな通常基準を設定しました。

気仙沼市

南三陸町

市町村
警報(潮位:ｍ) 注意報(潮位:ｍ)

通常基準 暫定基準 通常基準 暫定基準

気仙沼市 1.2 1.1 0.9 0.8

南三陸町 1.2 1.1 0.9 0.8

防潮施設の計画高潮位をもとに新たな基準を設定しています。

③ 高潮警報・注意報の暫定基準の廃止（R.6.5.28）



6

洪水キキクルの流路を実態に合わせて修正したため、県内すべての洪水警報・注意報
の基準を見直し、一部の市町村の洪水警報・注意報の基準を変更しました。

洪水警報・注意報の発表基準を変更した市町村等
仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、
富谷市、蔵王町、大河原町、柴田町、丸森町、山元町、松島町、利府町、 大和町、大衡村、
加美町、涌谷町、美里町 （計 23市町村）

キキクルの流路修正例（図は名取市を流れる川内沢放水路）
河川整備の完了を受けてキキクルの流路を修正。

流路を修正した場合、修正した河川及びその周辺の河川では、修正の前後で雨水の流下状況が変化するた
め算出される流域雨量指数値も変わる。このため、流路修正後に再計算した1991年以降の同指数と災害の関
係をもとに全河川の基準を見直した結果、23市町村の基準を変更することとなった。
なお、基準変更の前後で、災害捕捉率・警報発表回数はともに同程度である（県内平均）。

４ ④ 洪水警報・注意報の基準の見直し（R.6.5.28）



5月23日発表の3か月予報⑤-1 この夏（6～8月）の天候（R6.5.21発表3か月予報）

宮城県を含む東北太平洋側の向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。
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地球温暖化や春までのエルニーニョ現
象の影響等により、全球で大気全体の
温度がかなり高いでしょう。
インド洋熱帯域では西部を中心に海面
水温が高く、積乱雲の発生が多い一方、
フィリピンの東方海上では少ないで
しょう。
この影響により、日本の南で太平洋高
気圧が強く、日本付近には太平洋高気
圧の縁を回って暖かく湿った空気が流
れ込みやすいでしょう。
これらのことから、東北地方は暖かい
空気に覆われやすく、低気圧や前線、
湿った空気の影響を受けやすい時期も
あるでしょう。

＜参考＞
エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が１年程度続く現

象です。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれ、それぞれ数年おきに発生します。エルニー
ニョ現象やラニーニャ現象は、日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられています。

⑤-2 この夏（6月～8月）の天候の解説（R6.5.21発表3か月予報）
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